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酒類ガイドライン遵守推進本部だより
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平成22年3月18日
             全国卸売酒販組合中央会
酒類ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ遵守推進本部
「　飲酒運転に思う　」
                                         　　　委　員　　鎌　谷   忠　雄
　毎日々々、新聞の3面に、酒気帯び運転で逮捕の記事が載っています。アルコール飲料を商いする者として、心が痛む毎日です。
　なぜ、飲酒運転がなくならないのだろうか、確かに、10年前と比べると、飲酒運転による事故や死者数は大きく減少しています。
　しかし、我が福井県だけをみても、飲酒運転取締件数は、まだ200件を超えています。この飲酒運転の実態を分析してみると、

　　・　男女別　------　男性が84％、女性が16％　　

　　・　年齢別　------　40歳代が23.3％、30歳代が23.0％　　

　　・　曜日別　------　火曜日が18.3％

　　・　時間別　------　22時から2時までの時間帯が42.4％
　　・　飲酒先　------　自宅以外での飲酒が77％
　　・　飲酒相手　----　1人での飲酒が56.4％

　　・　運転理由　----　「捕まらないと思った。」が62.3％
となっており、また、平成19年6月から周辺者の厳罰化も実施されましたが、平成21年には、同乗者5人、車両提供者1人、酒類提供者2人が検挙されています。そして、平成21年6月には、酒気帯び運転等の基礎点数が引き上げられ、飲酒運転等の行政処分も強化されました。
　飲酒運転は、生活は勿論のこと、人生を混乱に落とす結果となってしまいます。

　我々生産者や流通業者にとって、どう対処すれば良いのか、各酒類業団体は当然のことながら、生販四層（製造業者・卸売業者・小売業者・料理飲食業者）が一体となって飲酒運転をしないですむ環境作りをしていかなければなりません。

　「捕まらないと思った。」ではなく、酒を飲んだら運転しなくても良い環境作りが出来れば、楽しく飲めて、酒が「百薬の長」になるのではないでしょうか。「タバコの次は酒だ!!」と言われないように、明日の酒文化のために、皆で行動を起こすことです。

〇  平成22年2月ビール及び発泡酒等の出荷状況　
                                                           　　　 （単位：㎘・％）

	     期間
区分
	2　月
	１　～　2　月

	
	当月数量
	前年数量
	前年比
	本年数量
	前年数量
	前年比

	ビール
	170,499
	184,817
	92.3
	295,099
	326,289
	90.4

	発泡酒
	76,517
	91,289
	83.8
	120,067
	156,077
	76.9

	新ジャンル
	123,355
	118,977
	103.7
	201,286
	195,305
	103.1

	計
	370,371
	395,083
	93.7
	616,452
	677,671
	91.0
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